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れ

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

仁

伝
リ
干
の
他
の
分
苛
と
比
べ
る
と
、
川
市
引
法
学
は
、
比
絞
へ
の
悶
心
と
い
う
党
沫
で
最
も
巡
れ
た
分
一
刀
心
一
つ
で
み
る
し
そ
の
原
因
は
、

Uり

こ
こ
じ
つ
つ
年
に
わ
た
る
司
法
の
凶
下
一
一
町
内
九
尽
な
特
徴
つ
け
る
一
山
庄
の
詰
山
吉
宗
に
求
め
り
れ
る

J

7
 

4
 

こ
の
「
さ
な
遅
延
の
速
い
過
去
に
お
け
る
原
因
を
探
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
一
也
記
し
？
っ
丸
世
「
虻
初
頭
の
法
風
化
に
日
l
7
q

！？
J

引

υ
ソ
パ
法
制
一
ん
を
特
徴
つ
け
る
共
通
法
的
代
が
検
討
さ
れ
な
日
守
れ
ば
な
り
な
い
戸
こ
の
時
代
に
は
、
述
の
一
才
凶
H
h
2
0
兆
円
札
い
が
み
ら
れ

m

る
」
卜
淡
の
指
相
川
、
ず
な
y

れ
ち
、
普
温
的
知
山
川
乙
汗
祉
法
的
傾
向
の
指
惚
を
用
い
る
日
っ
ば
、
容
統
的
な
遅
れ
の
要
凡

vrJて
、

法

の

千
ふ
い
パ

へ
の
刑
J
刊
の
参
加
が
限
定
さ
れ
た
1
4
の
で
あ
る
一
こ
が
詳
易
に
わ
か
る
と
あ
ろ
六
す
な
わ
ち
、
川
t
j
H

は
、
一
肌

世
出
ん
に
お
け
る

よ
く
知
ら
れ
と
い
る
よ
う
に
、
民
法
に
特
徹
氏
に
み
ら
れ

λγ
十
つ
な
完
全
に
誌
道
的
広
州
国
桔
z
V
｝
去
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
こ
こ
は
、



u 
c＇、

制
民
に
お
い
て
は
、
口
「
一
民
と
円
下
J

O
、
ョ
1
7
氏
、
よ
り
具
体
的
に
は
ユ
ス
一
ア
｛
二
ア
ヌ
ス
法
市
立
、
啓
蒙
的
で
桧
成
の
あ
る
先
れ
か
ら

見
つ
日
る
こ
ど
寺
子
一
凶
伐
で
あ
る
一
」
と
に
よ
く
あ
り
わ
れ
て
し
る
）
共
通
法
と
川
法
の
阿
の
｛
一
し
の
「
惰
造
的
」
此
院
を
さ
ら
い
決
ぺ
心
的

ou'I 

に
、
〕
た
の
は
、
刑
法
と
政
ム
山
権
し
り
の
闘
の
μ
工
夫
的
な
密
政
な
結
び
い
一
い
い
き
で
あ
る
c

な
ぜ
ぷ
ら
こ
の
私
び
ハ
ド
い
い
き
は
、
私
人
聞
の
関
係
主
規

判
例

F
る
、
」
こ
に
同
け
ら
れ
た
も
の
よ
？
ち
多
く
の
制
定
法
ェ
ゼ
バ
J
m
M什
す

MnZ
乙
な
る
も
の
で
あ
る
か
り
で
あ
る
〉
す
な
わ
ち
、
川
t
ム
仁

お
い
て
は
、
担
域
独
自
の
、
て
L
て
、
引
説
地
域
に
お
い
て
の
み
泊
可

3
れ
る
政
々
日
制
反
に
ー
三
て
、
谷
地
時
、
に
阿
右
の
佼
！
一
一
か
ら

守て

に
地
肢
に
よ
っ
に
誌
な
る
一
J
細
か
コ
司
ム
ー
の
犯
山
訂
が
を
止
め
ら
れ
亡
さ
に
の

C
占めるハ

も
3

乙
J

モ、品川
h
蒙
時
代
以
前
の
刑
法
の
山
内J
実
を
平
安
な
叱
較
法
的
使
命
に
よ
っ
て
将
縦
つ
け
る
よ
《
な
一
山
巡
り
亘
乏
な
ま
品
か
丸
っ

心
こ
と
J
U
手
ム
リ
治
す
る
と
と
は
で
か
J

立
し
し

ま
ず
、

L

述
の
第
正
指
標
に
お
川
L
て
己
え
は
、

ヨ
l
u
y
パ
レ
ベ
ル
に
お
い
と
フ
ァ
ン
芯

と
工
つ
十
六
遅
出
に
よ
り
詠
一
が
す
る
一
寸
い
m

の
展
杭
に
、
昔
、
正
常
例
一
向
日
f
d
出
っ
た
こ
と
は
育
む
「
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
、
戸

！、, 
lァ

h」、

よ
く
知
ら
内
て
い
る
よ
う
に
、
教
会
川
が
も
、
持
気
に
止
寸
甲
府
的
な
倒
的
一
析
も
っ
と
い
に
乞
ぜ
な
ら
、
救
ん
罰
則
川
氏
は
、
治
市
心

地
域
的
限
界
が
な
い
と
と
に
上
り
、
ナ
な
わ
れ
一
、
ぞ
れ
司
正
当
広
域
の
非
常
伝
広
認
さ
に
上
V
一
ず
し
特
級
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
為
る

こ
れ
に
加
え
て
、
共
通
枯
、
り
時
代
二
円

i
述
の
第
一
心
綴
紋
「
な
わ
ち
、
弁
可
K
的
使
〈
叩
が
高
ま
っ
て
も
い
た

J

行
ハ
浦
氏
（
り
7
H阪
は
叫
ん
七
の
実
定
反
制
皮
に
同
市
正
す
る
、
｝
と
の
で
き
な
い
7
U

（
り
て
あ
る
こ
と
に
注
さ
い
白
け
れ
ば
た
、
り
た
い

共
通
渋
の
μ
川
代
は
、
存
関
的
h
a
法
制
夜
、
規
範
制
茂
、
rご
）
て
と
ら
え
、
つ
れ
る
以
引
に
、
紅
白
の
一
法
的
υ
U
1取
と
し
て
と
ら
え
、
コ
れ
る

v

ヤ

の
法
的
日
開
験
に
恥
い
て
は

一パノ（ノふ

1
1

、11

オ内
1

v

ト
々
で
、
法
の
ぞ
一
政
お
〕
C

び
認
f
4
M

悩仰の
4
4

汁い坤
J
h
d
事
伝
性

つれ，
Q
l
c
レ」？も同ト

他

方

政川
l

訴
時
代
に
認
め

』も

ヨミ
＇~ 

の
叩
岬
収
お
L

宍
u

地
用
ん

の
L

一
は
か
な
り
一
弘
指
示
川
吉
二
ヲ
る
諸
川
県
則
や
法
則

法
九
ア
あ
コ
た
こ
と
が
強
調
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ん
｝

y
」
L

え
が
い
、

法
血
計
九
化
の
時
代
以
出
は
、

解
釈

が
、
法
制
造

に〈
7Uふ
れ
る
？
川
JUで
あ
つ
に
こ
こ
に
争
い
は
ぼ
く
、
今
日
そ
れ
に

紋
に
認
げ
や
り
れ
て
い
る
よ
弓
注
半
な
る
認
識
」
内
店
内
地
味
ん
と
超
え
る

l以人法ナj訪日 148.＇、 94":zorn 1 ' 



も
の
と
の
｝
七

ー
ロ
る
完
走
、
？
μ
心
主
ム
刊
の
一
認
識
に
は
日
七
日
広
三
と
い
弓
別
の
川
川
認
が
川
い
ら
わ
い
て
い
三

」
シ
」
心
A
h
ぷ
ぢ
ヴ
ル

れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
c

刑
法
が
、
七
の
規

μの
多
く
げ
か
’
制
一
戸
一
法
的
性
格
主
持
っ
て
い
た
と
、
二
1
1
1
L
T
ハ
適
法
の
川
桧
験
と
そ
の
長
ん
的
品
川

川正
U
T

犬
L
L
E
い
た
こ
と
士
郎
制
附
す
る
に
は
、
子

v

ザ

ν
・
ぺ
ヅ
カ
リ
、
ー
ア

R
2司令

F
2
5
4
E
が
、
犯
罪
と
刑
苅
L

に
つ
い

て
、
司
名
の
諮
れ
江
パ
ン
フ
レ
ノ
ト
の
百
到
に
お
い
て
ぶ
し
た
次
の
よ
え
な
枠
紘
み
右
持
尽

L
1
J

れ
ば
庁
で
あ
う
フ
。
「
ー
一
れ
の
征
服

民
肢
の
法
心
残
浮
は

二
山
川
相
1tv川
ピ
コ
ン
ス
夕
、
三
7

q

ノ
？
ポ
j
に
お
い
て
安
当
し
て
U

た
原
則
に
ぶ
っ
て
集
成
さ
れ
、
刀
、
の
伶
、

ラ
ペ
コ
バ
ル
ト
の
子
献
と
泌
さ
り
ム
ロ
ペ
さ
ら
に
、
作
巻
も
の
わ
い
払
的
で
六
明
瞭
な
解
釈
の
な
か
に
吸
収
Jn
れ
て
、
ひ
と
つ
の
伝
統
を
ノ
北

成
し
て
お
り

ヨ
l
ロ
ソ
パ
の
大
部
分
に
お
い
て
、
比
一
作
心
々
引
を
氏
、
？
れ
て
い
る
の
で
あ
る
：
；
」

U

以】

ι械
翻
心
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
法
誠
心
主
J
T
J
J
多
い
弘
司
お
よ
び
多
r
h

刊
に
よ
、

J

て
、
啓
索
時
代
以
前
C
法
待
家
は
、

ロ
ー
マ
法
、

注
釈
昔
、
、
引
所
者
、
持
J

朽
の
若
辛
口
、
地
む
の
制
む
法
、
勾
」
し
て
、
役
述
の
よ
可
に
、
救
会
法
と
司
〆
た
総
数
の
規
範
制
度
に
ド
V
T
J
る
が

ゆ
え
に
ま
っ
た
く
民
業
た
司
法
的
情
恨
中
、
あ
る
い
は
、

し
て
も
民
な
る
清
荒
涼
む
聞
の
絶
え
さ
る
だ
比
、
あ
る
い
は
、

¥ 

的
な
川
弘
子
よ
わ
γ
ム
サ
い
ら
れ
と
い
に
も
の
J
推
測
す
る
h

と
が
で
き
る

Z

し
て
、
そ
こ
で
の
弁
H
C的
認
識
の
作
業
は
、
今
日
の
比
校
長

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

h
抗日4

 

－

A
j
i
－、

J

：
、
一

一
心
八
日
最
も
軍
古
乙
は
い
山
一

政
治
体
判
明
白
作
成
義
似

精
神
r
工
義
お
よ
び
民
民
医
家
主
義
的
な
傾
向
心
出
現
〉
γ
〕
も
に
、
あ
ら
わ
れ
ゐ
ふ
う
に
立
っ
た
の
で
占
め
る
ハ

リ
平
日
戸
行
汁
て
い
る
uu
の
2
、
ま
汁
た
く
川
什
八
た
る
も
の
ゼ
は
必
か
っ
た

P

刑
法
の
エ
の
後
日
一
民
聞
は
、
お
そ
ら
く
、
比
較
法
的
悶
じ
か
ら
す
れ
ば
、
兵
心
遅
れ
あ
る
い
は
後
民
、
中
台
、
味
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

7

つ
で
き
る

J

ず
な
わ
ち
一
、
成
［
山
氏
川
県
相
品
川
出

七
一
八
ん
4
1

の
人
ぬ
守
門
に
け
凡
ら
れ
る
よ
ト
コ
に
、
疑
い
1
6
く
普
遍
的
な
灼
向
を

J
E
て
い
た

ノ、、

〔いい一午の
J

J

M

／
オ
〆
／
決
”
”
は
、
す
で
に
、
吟
蒙
折
、
」
一
；
斗
帝
の
政
災
の
阿
の
一
真
の
意
味
と
の
妥
協
の
が
川
初
だ
っ
た
と
い
よ

J

/j冶意
味
三
、
こ
の
で
フ
な
汗
人
，
U

に
民
乞
ず
る
J

伐
の
だ
っ
た
の
と
あ
る
さ
ら
に
、
よ
く
廿
ら
れ
亡
い
る
よ
う
に
、

と
り
わ
汁
ド
イ
ソ
治
凶
を
は
じ
の

ιγ
る
穏
A
な
）
コ
ロ
ぃ
パ
訪
問
に
お
い
て
、

反
ベ
円
表
：
詩
的
な
い
比
品
川
が
、

お
展
開
川
乙
こ
も
に
、

ま



u 
c＇、

し
か
し
hu
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
匡
史
的

E

ぷ
i

的
な
や
〈
迄
ド
加
え
て
、
昔
周
T
r
L
式
と
、
刑
法
が
ふ
の
基
礁
を
お
〈
活
字
的
、
為
市
保
持
の

安
詩
の
聞
に
《
質
的
な
ふ
油
川
叱
円
反
対
v
h
h

什
在
「
る
」
と
に
つ
し
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

普
通
＝
義
の
妥
訂
が

不
川

4

伝
の
権
利

ou'I 

の
カ
タ
ロ
グ
乞
作
成
す
る
一
」
と
い
と
〉
ま
コ
て
い
る
限
り
は
、
保
障
の
反
論
ζ

の
協
力
関
係
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
に
、
〕
か
、
三
hb
口逝

土
義
的
使
命
が
、
じ
点
土
義
・
門
門
技
法
ム
義
の
も
と
に
、
よ
れ
許
栴
な
判
官
純
一
〉
マ
、
－
r

J包
変
諸
」
J
る
場
ム
円
に
は
、
事
が
復
雑
に
な
る

近
代
別
法
の
い
わ
仕
本
的
保
障
は
、

ま
さ

L
く
法
む
工
法
判
に
あ
る
」
こ
の
原
則
か
ハ

J

は、

即
席
内
に
、

つ山什いいのん
A
R
心
州
、
｝
い
う
リ
雨
量
的
況
か
引
が
弓

か
れ
、
、
｝
れ
は
、
川
法
の
法
源
t

山河

γ
司
令
一
品
問
溢
な
ー
河
川
正
L
V
一
意
味
す
る
。

刑
法
は
、
事
物
日
f
一
然
的
な
秩
品
I

九
州
心
不
す

る
も
の
で
も
、
ま
勺
刈
忙
の
池
象
的
史
実
に
向
来
「
る
も
の
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
弘
史
的
笠
一
Z

味
で
の
ー
一
般
志
忠
i

の
パ
ろ
一
山
者

と
し
て
の
J
U
V刊
に
山
来
ず
る
も
の
で
な
け
、
れ
ば
な
ら
な
レ
の
で
あ
る
c

し
た
が
〆
に
ま
さ

1
〈
、
法
定
、
「
菜
、
と
れ
わ
い
打
、

υ一
法
者
に
白
米
ず
る
再
定
法
の
絞
対
的
独
占
の
原
引
と
し
と
の
法
定
＋
仁
義
こ

そ
が
、
並
泊
、
誌
の
要
治
と
か

4
Rす
匂
も
の
と
し
て
伏
一
小
さ
れ
る
の
で
為
る
ヘ
ホ
ぜ
な
ら
、
ほ
唱
似
の
い
い
作
性
主
定
性
と
い
う
二
項
式

は
、
刑
法
が
、
各
【
υ一一
p
r
n
C
選
択
、
為
る
い
は
、
特
～
況
の
凶
家
の
実
体
的
牛
己
作
物
七
る
出
桂
川
に
終
ら
れ
る
こ
と
を
よ
E
h
mー
す
る
か
ら
で
み

F
Uし
「
r

」
の
よ
担
っ
た
枠
祖
み
に
お
い
て
抑
制
さ
れ
る
の
は
、
普
遍
、
ト
援
の
民
誌
だ
け
で
は
な
い
む
十
仏
涼
の
lv
法
へ
の
集
中
化
の
止
ru常
と
し
て

の
法
的
h
p
l

験
の

は
、
現
行
の
同
内
法
応
外
の
も
の
に
付
す
る
川
悶
b
U
7一
川
み
山
す
一
」
と
に
な
る

r

「
な
わ
ら
、
ト
々
決
論
の

次
一
冗
に
お
け
る

い
汁
ト
ー
る
切
関
心
ゃ
、
様
々
な
法
的
情
説
の
閉
め
比
較
に
け
す
る
無
関
心
は

仙
地
問
的
な
出

〕コ
I
T
M
l

一

U

O
ヌ
i

所
（
札
パ
同
法
）

所
属

、p

－r
、

一1
y、、ズ
1
H

款
会
法
斗
J

の
中
間
川
体
法
）

べ
出
源

の
ド
村
守
的
性
格
｛

に
対
ず
る
4

闘
い

に
対
「
る
柏
市
関
レ
、

や
正
い
ん
な
牧
者
づ
け

一
判
例
法
ん
す
」
T
説
等

に
対
す
る
い
悶
い
を
意
味
す
る
ご
と
に
仕
る
。

は
な
い
n

刑
…
引
な
科
ず
権
力
／
一
炉
人
の
ヰ
刊
の
中
絞
り
内
心
哲
世
な
汚
係
か
ら
は
、

政
治
的
‘
剣
山
民
的
な
帰
結
h
M
ルーす

l以人法ナjお i.o1町、日折、20](1 j c 



マ
Q
h
」
1
y
｝い
ι
h
f
b
ア
ム
臼
ハ

訓川
f

い
に
附
し
て
は
、

7

p

の
政
治
的
、
7
r
Z
誌
が
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
と
、

刑
罰
峰
、
り
お
牲
が
綬

di 
J叉

味
に
伝
ら
ま
い
よ
う
ぷ
め
、
犯
山
川
九
日
、
の
選
択
と
い
う
政
治
的
汽
伴
を
明
併
に
「
る
こ
と
主
足
首

rる
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
子
、
ぷ
L

、

こ
の
、
主
ノ
な
成
熟
の
逆
川
院
は
、
品
川
一
家
時
代
以
必
の
法
律
家
が
付
山
紅
に
も
1

わ
た
っ
て
行
っ
て
き
た
争
一
以
的
法
源
シ
ス
テ
ム
心

Jtェ
な
否

｛ほ
J
M
1

決
｛
ん
的
な
も
の
と
λ
J
る
の
み
な
り
ず

九
日
紀
後
山
に
お
け
る
自
然
法
的
な
普
温
：
設
の
漸
次
的
な
後
甲
山
～
を
も
決
定
づ
け
た
の

と
あ
る
υ

い
い
か
え
れ
ば
、
政
治
的
に
は
、
v
も
は
や
、
｜
｜
啓
象
義
者
三
ミ
で
に
主
張
市
子
、
い
す
勺
よ
う
に
｜
｜
刑
法
の
多
元
的
な
作

漏
れ
受
け
人
れ
ら
れ
な
く
は
っ
た
た
日
で
は
，
＼
昔
、
吋
」
山
山
川
町
刑
法
と
ジ
つ
川
念
も
、
ま
に
、
担
「
上
家
的
な
別
法
と
い
h

つ
理
主
で
Jn
え
も
、

－（
J

ん
円
入
札
う
れ
ぽ
く
な
っ
に
の
で
z
め
る

U

こ
れ
ら
が
、

ゴ
然
ふ
ト
い
ま
？
に
は
純
計
連
性
に
ム
づ
い
て
総
山
仇
さ
れ
る
も
の
で
占
め
る

こ
と
は
疑
レ
え
な
い
か
ら
で
J

める〈

こ
u
ょ
う
芯
状
川
叫
に
お
L
て
も

外
向
ん
ら
制
度
に
お
レ
て
成

υ
し
た
法
や
μ
古
川
仏
的
所
伐
に
対
L
U
J

る
学
説
正
問
、
化
を
呼

－U
L
i
己コ】ス」

l
ノ
1
E
J
y
t

び
九
ご
｝
し
た
時
代
て
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い

す
で
L

述
べ
た
よ
ろ

r

か
な
ら
ず
し
も

y
ロっし一メ
wu

こ
の

『〆ヘ

~II: 
削t
in 
w 
てρ
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十
円
心
主
江
古
川
的
自
覚
の
も
と
で
は
！
共
む
実
行
多
い
比
較
、
ふ
れ
的
分
析
と
し
て
叫
刑
判
さ
れ
う
る
と
い
う
と
と
三
で
を
在
日
間
計
る

十干；；iiに，；，＇アる！と較 J主イリ｜究I）邑義

わ
け
で
は
沿
い
ハ

一
北
開
店
札
、
り
刑
伝
字
は
、
門
市
叫
伐
の
一

r
U
問
を
T

／
～
う
て
人
亡
ら
、
多
〈
の
見
解
（
U31げ
を
凡
で
お
り
、
概
括
的
な
詳

切
な
困
難
、
ぷ
も
の
と
し
と
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
ゅ
ん
収
拾
的
州
究
心
問
題
は
、
次
、
ω
一
山
、
円
、
め
っ
た
2
ぃ
、
つ
ご
｝
7m
で
持
、
る
よ
ド
つ
に
田
い

し
お
れ
る

ν

す
な
わ
ち
、
当
時
の
刑
法
ら
ず
が
、
第
一
に
、
神
川
村
に
情
説
提
供
的
な
志
設
な
れ
れ
つ
一
に
〉
と
ま
っ
た
上
〕
i
t
p
t
m円

げb円、門引、九仙一
γ
ハV

実
立
法
聞
の
が
式
的
で
、
外
w
心
的
公
比
較

jpつ
つ
に
と
2
ま
っ
た
点
で
あ
る

v

h
パ
吐
汀
犯
の
川
法
学
有
に

L
Z
て
ノ
「
わ
れ
に
ぷ
蚊
法
的
研
ハ
ん
の
実
際
の
印
日
怖
が
い
か
司
る
4
の
で
あ
る
に
止
よ

少
な
く
と
も
イ
タ
J
ア
に
お
い
て
、
他
幻
法
的
経
験
乙
の
げ
ん
較
に
対
す
る
関
心
女
消
し
ナ
一
っ
て
し
ま
っ

f
yし
い
う
事
i

た
に
変
れ
り
は
な

い
。
決
定
時
円
日
の
は
、

い
わ
タ
ゆ
る
法
廷
、
杭
茶
の
は
円
定
で
為
り
、
ふ
一
心
誕
生
は
、

再定

jじ

C
年
に
7
ル
ト
ゥ

i
υ
・
口
》



u 
c＇、

（
人

J
V
2
5
5
同
μ
v
η
E匂
）

ゃ

mr
サ
ゾ
サ
リ
L
八
A
J

一
色
口
同
村
正
巳
宮
島
印

E
Eロ－

ド
お
い
て
行
っ
た
開
講
話
表
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
さ
れ
C
い

る
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
ロ
ッ
コ
は
、
：
口
典
持
派

（抗ハコ
C
一円い

の
阿
の
前
？
に
w
Nま
さ
れ

ハ
｝
州
市
切
と
A
仁
川
伸
）

ou'I 

（

U
H紀
初
引
の
刑
事
法
、
γ

ω

h
法
論
的
な
混
迷
の
ー
ゴ
か
に
枝
序
を
打
ち
げ
て
る
止
め
に
、
五
一
に
さ
れ
た
法
律
以
外
の

犬
小
殺
に
関
す
る
問
与
を
刑
事
法
学
の
対
象
か
ら
掛
除
ず
べ
き
こ
と
を
川
町
凶
と

L
て
芯
い
た
の
で
あ
る
。
川
訟
は

L
に
が
っ
て

の
悩
問
山
内

J

長
台
、
こ
し
て
認
諒
さ
れ
る
M
門
家
の
実
火
法
に
熔
泊
さ
れ
る
の
ミ
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
ば
、
治
州
内
的
e

形
ド
人
的
な
卜
刀
法

に
民
つ
ど
り
人
わ
わ
孔
な
け
れ
ば
川
町
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
弓
な
文
化
的
川
県
坊
に
お
い
て
は
、
比
較
円
以
の
発
反
は
も
ち
ろ
え
、
池

の
戸
川
の
法
的
経
験
に
対
「
司
令
持
、
U
C
ず
ら
、
七
ι
に
い
刊
れ
て
し
ま
う
こ
三
い
い
な
る
の
は
、
切
ら
か
で
あ
ろ
う
。

E
b
k
r
立
件
、
王
、

1
1
4

：：！｛
k
 

ヨ
l
口
ァ
パ
に
お
れ
る
刑
法
学
、
と
り
わ
れ
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
刑
法
学
は
、
法
学
の
也
の
分
野
と
の
距
緋
乞
間
一
め
、

戸
一
れ
ま
で
の
遅
れ
を
取
れ
一
号
し
つ
つ
丸
る
（
北
較
法
”

γ
は
、
こ
う
し
て
、
徐
々
に
叩
ヲ
宇
法
パ
「
の
分
野
と
し
て
（
一
乏
に
確
げ
で
す
る
よ
う

に
な
り
、
最
近
で
は
、
刑
事
制
度
の
分
析
に
比
較
は
小
的
方
氏
を
川
い
た
来
紋
の
数
も
ま
す
ま
い
ヲ
川
崎
μ
加
し
、
泌
れ
き
れ
つ
つ
あ
ム
ヲ
一
と

は
γ

川
町
厄
で
き
な
い

そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、

k
l
稿
の
国
民
で
表
明
し
ー
に
確
信
に
取
っ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
非
常
二
重
山
雲
市
立
尽
を
持
つ
り
で
あ
る
が
、
今

ヨ
に
お
い
て
も

一
肢
に
比
較
法
的
な
も
の
と
し
て
八
ん
漬
さ
れ
る

直
一
に
比
較
＋
仏
的

「
あ
る
い
は

山
動
的
に
ハ
刀
判
別
さ
れ
る

訟
も
の
で
あ
る
か
ぶ
門
か
げ
ア
問
ー
わ
れ
な
け
れ
ば
？
り
な
い
c

た
し
か
に
、

L
J口、
＝凶

J
、：

真
の
比
以
法
一
」
一
；
ど
構
成
す
る
も
の
に
「
品
質
保
市
ま

l土

を
う
え
る
怯
利
な
も
つ
ー
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
巾
＼
国
内
法
の
解
釈
法
学
的
な
研
泥
ιお
よ
び
元
町
叫
ん
d
E説

的
考
祭
の
め
完
と
し
て
行
y

や
れ
る
表
面
的
立
町
山
内
的
な
れ
ハ
臼
の
下
、
ど
作
の
照
会
は
、
去
一
に
比
較
法
的
立
な
い
1

｝
い
う
以
前
に
、

、J
、「品h
リ

、l
許

可

t

連
論
的
州
値
に
一
之
1

J

い
も
の
と
あ
る
。
も
ワ
と
も
、
h

一
の
守
に
つ
い
て
は
、
伎
に
、
カ
ー
ヌ
咽
と
の
関
係
で
改
め
て
検
討
「
ノ
る
こ
こ
に
す

る

ノ｝
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と
い
ノ
あ
え
ム
ナ
ご
こ
で
は
、

長
況
の
川
渋
に
お
け
る
比
収
伝
の
悶
い
は
が
、

b
乞
ル
父
、

一ヰ

t
と
り
わ
け
つ
タ
リ
ア
川
民
地
J

に
お
い
て
は
、

ひ
ん
中
代
い
成
熟
を
み
た
法
形
式
、
？
義
主
主
び
M
山
内
法
的
人
々
決
実
一
正
義
の
危
機
人
々
、
〆
に
は
考
チ
つ
れ
な
い
に
い
↑
ノ
ご
と
に
、
正
宮
内
す
る
必

支
が
あ
る

今
日
の
比
較
法
の
便
命
は
、
内
山
刊
の
げ
法
者
に
も
仏
っ
て
牛
人
凡
さ
、
れ
た
文
口
に
つ
い
て
の
人
〆
行
h
u

れぞ
f

明
党
の
限
界
と
混
乱
Jf認可同

ず
る
こ
こ
か
り
生
ま
れ
た
り
ミ
あ
る
ハ
い

の
よ
う
な
認
誌
が
獲
得
さ
れ
た
こ
乙
に
ぷ
打
、
法
律
求
心
梢
沖
が
ま
乙
つ
グ
ヤ
の
似
聞
は
妓

壊
さ
れ
、
実
h
c
h
vア
い
生
命
の
械
動
が
生
ず
る
の
で
d

め
る
。
そ
れ
は
、
法
的
経
般
の
照
法
に
よ
る
’
伝
的
掛
か
｝
生
み
出
す
の

4
Kら
ず
、
対
…

御
凶
弾
で
あ
る
だ
け
に
閉
山
味
深
い
る
民
－
昔
、
乙
緊
張
ん
と
も
生
み
山
川
一
q
J

の
で
あ
る

U

こ
の
復
興
の
瓜
象
の
う
ら
、
比
較
立
学
の
光
一
民
に
拓
－
W
り
引
な
影
響
を
守
え
た
も
の
と
［
て
は
、
ル
ハ
の
も
の
が
争
け
ら
れ
」
～
勺
。
ず
な

わ
ら
、
車
な
る
＋
王
山
法
規
の
解
釈
か
ら
日
刊
町
議
的
、
ヴ
ご
し
て
、
川
出
肝
出
。
同
小
切
に
よ
る
解
釈
へ
の
移
／
什
と
い
戸
っ
か
た
ち
で
の
解
釈
法
の
変

容
、
刑
事
「
い
は
草
の
国
際
的
動
向
の
山
山
一
川
と
打
定
、

J
l
l
汀
ゾ
パ
レ
ベ
ル
で
の
、
そ
し
と
、
臼
際
」
幻
な
レ
ベ
ル
で
の
別
川
氏
（
U
A整

一
に
山
け
た
勤
さ
て
お
る

F

ま
に
、

よ
り
依
壊
的
な
籾
果
と

L
て
は
、

（
中
な
る

J

規
定
さ
れ
に
文
一
門
の
れ
vcポ
と
し
て
と
い
う

アF
中
内
、

υj 

f高
ま

ト
d 

ヅ
'0 
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下
人
り
も
、
む
し
ろ
、
七
人
目
的
事
実
お
よ
び
医
史
的
事
誕
と
し
て

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
と
い

十
り
い
反
巾
年
三
対
す
る

「
収
実
、
土
義
的
な
」

7
1
f
l
i
ι

ノ
司
令
6
1い

J

つ

L
l
つ

υ
1
5
F

ま
た
は
党
見
）

ミ
ム
ミ
ム
ピ
ヲ
し
と
L

j

1

f

亡
J

R

、υ

カ
芳
寸
r
j
u
r－
み
イ

4
Y
L
i
J吋

L
4
y、ド

γ一し

ク
ド
ノ
チ
ィ
カ

ル
・
け
ー
ガ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
法
人
和
三
子
、

y

ニ
ミ
二
ス
ト
法
学
、
？
？
〆
て
、

t
o
り
昌
利
的
な
に
山
内
法
月
ゾ
的
研
究
斗

J

が
い
」
れ
い
屑

す
る

四

比
較
の
方
正

方
法
論
に
持
し
て
は
、
比
較
法
子
は
、
｜
｜
白
地
の
ゆ
h

い
じ
泌
を
す
る
諭
者
に

、
そ
の
存
在
述

プL



u 
c＇、

防
お
よ
び
心
刑
判
h

い
か
内
定
v
ぐ
れ
る
よ
う
な
守
問
領
域
り
ぺ
i

ん
叩
繍
芥
の
L

め
の
占
山
耐
を
行

h

つ
た
め
に
、
大
円
旦
の
イ
ン
ク
山
亡
、
け
芦
↓
山
一
ん
で
き

に
と
さ
れ
る
し

Jfmマ
ザ
、
こ
れ
は
、
不
w

な
批
判
で
あ
る
c

ou'I 

〕
ち
除
、
に
税
法
的
分
析
の
方
法
お
よ
び
じ
ト
的
の
問
題
は
、
斗
意
味
ま
も
の
ご
は
げ
は
し
て
な
し
乙
午
、
れ
は
、

zて
の
五
際
的
ご
直
接
的
な

合
同
υ
性
心

に
よ
っ
て
、
比
蚊
作
？
の
信
い
い
月
刊
を
古
河
の
る
必
裂
が
あ
る
か
つ
で
は
な
い
。

ロ
ド
ル
フ
ホ
・
サ
ッ
ー

（問主｝《

L
T

出

2
2ご
）
が
指
折
L
ん
王
う
に
、
人
！
文
科
チ
の
多
く
の
分
野
は
、
一
刊
山
紀
に
も
ん
じ
～
一
三
L
I大
将
的
な
正
当
化
事
叶
を
拠
不
－
7
る
い
一
乙
を

義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
辰
帯
さ
れ
て
き
f

の
で
為
る
。
重
安
「
仙
の
は
、
む
し
ろ
こ
れ
と
は
宍
は
る
円
で
あ
る
。
比
較
法
的
な
分
析

L主

、
ー
に
〆
）
え
ば
、
あ
る
特
定
の
一
試
反
の
み
を
、
そ
L
E
、
存
J

仏
γ
γ
C
Mダ
く
の
法
制
庄
の
う
ち
の
二
つ
の
対
吃
の
み
か
一
行
う

ζγ
つ

意
味
で

J

選
択
J
七一
J

J

性
絡
を
持
つ
？
に
か
J

に
、
を
の
戸
又
付
取
り
手
を
、
研
究
の
方
法

定
の
刀
J

叫
に
い
円
げ
ら
れ
た
、
ー
あ
る
い
は
、

お
よ
び
伺
前
か
ら
派
止
「
る
丸
木
汗
設
む
を
検
対
て
き
る
状
践
に

E
ノ
＼
必
泌
が
あ
る
の
で
忠
司
令
〈
主
川
女
な
の
は

設
ム
百
三
た
は
情
報
誌
供

と
い
今
月
的
mv
た
め
に
比
較
す
る
こ
1r
や
、
川
事
制
皮
の
包
（
わ
い
的
な
改
革
心
必
要
を
一
が
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
国
内
い
の
与
制
皮
心
開

、U
A耽
C
ん
弘
吉
抗
一
ボ
ず
る
た
め
に
比
較
「
る
、
一
と
で
ー
ブ
ハ
V

J

、
さ
ら
に
利
付
加
え
る
と
す
れ
ば
、

比
較
法
わ
ぷ

J

析
は
、
各
制
戊
が
い
か

二
絞
ζ

「
し
て
い
る
か
を
よ
り
よ
く
坦
僻
す
る
L

人
め
に
行
わ
れ
る
の
と
あ
る
わ

、代
u
っ
；
k
J
B
、

「
れ
、
ワ
（
り
月
的
の
計
叫
ん
止
は
、

十
刀
法
論
的
に
ム
し
い
州
究
の
斗
静
つ
け
を
す
る
に
め
の
条
件
で

7fι
る
〕
紅
会
科
学
三
h
氾

し
て
攻
、

y法
げ
ら
れ
て
き
た
退
治
の
日
以
聞
に
よ
っ
て
一
小
波
さ
れ
る
よ
う
に

制
完
対
象
お
1
d

び
叫
究
者
の
存
続
的
認
識
を
川
刊
に
ず
る

こ
と
に
、

t
tの
み
、
山
一
ー
一
該
俳
究
領
域
の
阪
立
、

j

一
測
の
選
択
、
そ
の
特
性
の
同
箔
住
性
そ
に
つ
い
し
、
方
法
論
的
に
厳
絡
な
規
則
ピ

徒
主
こ
こ
か
「
口
一
t
t
く
な
る
の
ご
あ
る
わ

I] I 

純
粋

L
情
報
提
供
目
的
の
比
較

W

一円ノド
h
v
↑ノパ宇｝中

l
h

、J
J

2

1

f

l

J

t

つ
の
担
の
引
究
が
た
ま
れ
る
υ

そ
の
つ
は
、
も
一
つ
ば
っ
外
臼
バ
刊
の
認
議

z
V
｝
司
寸
的
乙
す
る
研
叫
ん
で
ゐ
司
令

U

も
う

つ
は
、
か
な
り
普
及
し
て
い
る
ト
刀
法
セ
あ
旬
、
日
｛
止
の
Ei
心
v
法
に
認
し
て
、
多
か
れ
少
日
か

l以人法ナjお＇・＂ 1s｛、＂＂o:zorn 1 1 



わ
が
ず
象
者
十
絞
っ
し
行
わ
れ
る
概
説
あ
る
い
は
「
持
制
」
で
あ
る
ι
こ
れ
は
、
外
凶
人
（
り
読
者
（
沿
い
し
聴
衆
）

の
た
め
川
中
I
該

J
－4
六
千
戸
川
わ
れ
z人
凶
の
法
律
家
勺
八
三
ー
一
行
口
れ
る
も
の
で
あ
る

v

い
ず
れ
の
場
合
も
、
分
析
は
、

M
m
M
円
の
制
定
か
国
内
の
制
ほ
の
い
ず
れ
か
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ょ
っ
ぱ
ら

法
制
友
に
川
同

γ
る
ー
も
の
で
あ
る
」
で
の
止
め
、

）
の
よ
う
ヘ
池
山
川
完
に
お
い
て
は
、
多
元
シ
ス
ア
ム
的
な
次
巴
で
の
考
U
W
A

は
存
介
忙
し
な
い
。

ナ
ノ
』
工
？
わ
い
町
、
」
い
で
は

い
は
Y
J
較
の
基
礎
に
あ
る

J

市
の
ー
向
ァ
削
昨
日
は
存
在
し
仕
パ
ド
の
で
あ
る
〉
ま
七
、
そ
こ
か
り
は
、
批

4
目的

4
断
し
か
生
じ
え
な
い
。
純
粋
に
恰
報
提
供
的
な
比
較
は
、

却
す
る
も
の
で
忘
れ
、
上
刈
円
以
内
い
却
す
る
も
の
で
あ
れ
、

近
代
的
以
川
事
－
乱
伐
に
持

γ
る
多
F

同り…
h
h弘
山
川
町
出
提
起
の
派
化
を
中
人
出
「
い
ア
乙
は
ま
れ
で
あ
る
n

も
っ
1

ど
も
、
高
い
悩
伯
を
ね
つ
ノ
利
非
常
川
柄
引
績
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
つ
の
心
ひ
に
以
す
る
も
の
で
丸
山
つ
で
も
、
こ
れ
ま
で
説
明
し

て
さ
た
粋
判
み
と
の
関
係
で
も
、
桁
い
巾
l
m何
段
興
味
派
く
、
立
た
、
有
／
ハ
川
な
粘
巾
ポ
b
l

止
じ
う
る
と
い
工
つ
、
」
と
は
留
保
し
と

V7、
必
読

Thu

メノ

つ

実
際
、

示
主
に
汎
一
件
一
さ
れ
%
か
円
山
土
ん
り
の
お
お
い

LL冗
と
わ
ろ
刊
能
性
同
存
ノ
一
す
o
m
v
で

一
の
よ
う
レ
ド
十
九
民
八
一
刷
L

お
い
て
も

μ
め
丸
や
）

た
と
え
ば
、
外
国
誌
の
説
明
ば
、

斗
初
は
知
ら
humM
っ
た
制
皮
へ

C
宝
珠
な
迅
紅
に
判
ず
る
巾
」
？
出
読
者
心

必
吠
的
一
入
、

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

感
受
性
七
品
川
、
め
る
こ
と
に
は
る

v

こ
の
湯
舟
に
は
、
研
究
は
、
新
た
な
知
識
の
ん
戸
得
の
過
程
で
の
μ
間
報
と
倒
光
客
の
も
と
も
L
／
心
伝
的

知
識
の
問
の
泊
え
ざ
る
対
比
を
通
日
〆
て
行
わ
れ
る
ご
と
に
な
る
、
｝
れ
も
ま
た
、
特
殊
伝
も
の
て
あ
る
と
は
い
え
、
真
の
比
較
で
あ
る

と
い
っ
こ
乙
が
で
き
る
に
山
天
川
以

は
二
つ
の
一
付
金
や
が
中
め
る
ο

コ
は
、
認
識
さ
れ
、
制
打
－
削
附
さ
れ
る
べ
き
外
国
法
で
あ
一
リ
、
主
主

l

一
つ
は
、

研
究
を
お
h

な
に
ノ
者
自
身
計
二
グ
の
な
か
で
打
っ
た
法
的
だ
験
で
あ
り
、

こ
れ
は
、

同
人
の
い
訴
訟
能
力
の
み
な
ら
ず
航
路
町
舵

h
－午、
J
条
件
つ
け
る
ほ
三
に
吊
く
内
在
に
さ
れ
て
い
る
さ
の
で
あ
る
ο

安
ず
る
に
、
ご
こ
で
の
ぷ
較
と
は
、
ま
さ
し
く
、
ね
た
の
法
制

支
の
説
明
子
、
で
の
制
花
町
一

J

外
部
に
い
る
山
川
究
者
に
よ
っ
こ
行
？
わ
れ
る
と
い
て
ノ
事
長
に
あ
る
と
い
う
」
こ
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
」
の

よ
有
一
ぽ
状
討
に
ふ
コ
て
、
刻
家
こ
日
る
－
札
催
日
り
し
庄
の
法
伴
家
も
h
H
A
h－
つ
か
な
か
っ
～
仇
う
な
側
面
中
、
力
学
を
河
川
併
し
、
解
川
一
：
？
？
乙

'f＂人法学 JS9 汚 JC,日目IC2liiC キj



u 
c＇、

が川

y
rに
h
u
る
の
で
あ
る
わ

同
校
の
日
怖
は

外
国
人
の
た
め
に
行
わ
れ
る
国
内
法
の

あ
る
い
は
「
概
恥
」
に
つ
い
し
ー
も
妥
当

Z
Jア旬、

,, 
dう

" 円、M。

て
こ
、
え

J

げ
h

n
 

1
 

1
 

す
な
わ
ち
囚
円
売
ー
ι法
の
丈
字
通
り
の
以
告
主
主
人
は
単
な
ゐ
説
明
に
は
一
一
わ
、
つ
な
い

Pつ】

制
反
の
い
人
脈
お
よ
む
ね
fι
幻
既
む
の
現
i
t
的
状
況
に
川
L
W
警
を
う
え
令
数
多
く
の
＃
玉
県
～
判
例
、
斗
fJMだ
け
で
仕
く
、
実
務
、
町、jゾ

を
司
ρ（

J

h

ば
い
れ
l
M
門
人
心
読
有
に
一
つ
て
は
、
単
な
る
法
止
の
説
川
町
で
は
ほ
こ
ん
ど
れ
も
沖
熔
で
き
な
い
か
り
で
ル

ユ
J

内
L

、
t

f
h

一
。

、
以

イ
デ
リ
ア
刑
法
に
お
付
る
沼
町
本
認
係
に
つ
い
と

人
に
、
刑
法
四
一
粂
お

F

ふ
び
同

ou'I 

イ二

'( 

lま

胤
川
ぷ
は
、

市
な
る
法
一
文
の
ー
け
一
点
、

z叫

r
k
b
、

文
体
、

思
京

d

件
情
」
人
誌
リ
）

終
十
や
斗
が
よ
γ

－
不
し
た
乙

γっ
こ
こ
が
で
き
る
で
あ
ろ
、
っ
か
り

耐久、ムパツ】ゐに

」
山
一
段
ん
は
に
お
い
て
も
「
ヤ
れ
た
分
析
研
究
は

F

ド
ご
ヲ
ご
コ

1
H
3
J
T

f
l
F
3
3
l
 

~（ 
7G 

に
と
ど
主
る
よ
う
に
け
ん
え
る

に
す
J
L
け
な
い
（
よ
り
注

E
4何
〈
H
h
る
芯
ら
は
、
研
究
科
は
常
に
か
つ
杯
続
的
に
向
己
の
法
制
度
お
よ
び
法
f

人
化
と
、
そ
れ
を
伝
主
ず
る

州
市

T
の
制
度
お
よ
び
主
化
の
聞
で
の
比
校
肘
昭
乞
行
わ
六
る
宮
、
え
な
い
た
め
、

とハ
U

ょ
、
つ
な
伝
立
は
、
品

γ
に

4L41山
川
た
m
J
U

の
1
r
h
T
Q
C

？よめ
Z
A
V
ν

lワl

「
モ
デ
ル
議
」
に
よ
る
比
較

、
」
れ
も
、
r
人
く
普
及
し
た
々
法
〈
一
丹
ど
め
る
の
こ
の
一
刀
、
出
は
、

般
的
な
一
七
日
ア
ル
の
構
築
に
手
る
た

め
に
比
較
や
利
用
い
よ
う
と
す
る
に

、
完
走
防
況
な
州
北
川
市
、
と
し
J

て
い
い
制
民
七
M
1へ
そ
の
九
段
、
州
象
化
一
ザ
卜
人
び

iE 

へ
と
ム
土
る
の
で
あ
る
「

有
名
か
っ
伝
統
的
た
「
削
戸
川
知
、

と
「
不
問
主
義
」
と
い

モ
中
ル
の
凶
別
も
」
の

方
法
の
成
宗
で
あ
る
c

売
体
刑
法
に
心
配
い
て
は
、
＋
人
涼
一
犯
に
閲
す
る
法
荒
川
札
に
つ
い
て
の
、
品
什
い
間
行
為
こ
長
行
行
為
の
ぱ
別
い
基
礎
を

E
く
モ
平
パ
ペ
計
八
切
の
憎
り
」
什
ζ

明
暗
性
心
机
念
を
用
い
る
壬
↓
r
ル
の
似
の
間
の
百
回
ハ
的
主
対
置
を
室
内

7
2
一／ぐ
l
v

で
き
る

こ
の
比
較
卜
刀
法
は
、
法
制
立
の
「
大
家
扶
に
も
す
匂
料
体
化
を
、

い
員
し
て
、
汁
念
に
じ
う
も
の
で
あ
り
、
勺
人
h
多
く
、
市
J
L
4人

十

hf守
よ
め
る
こ
と
は
同
速
い
ば
い
u

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
万
件
一
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
｜
｜
行
法
治
的
に
ー
ー
ま
ず
禍
象
的



な
モ
デ
ル
が
町
一
り
、
門
戸
山
一
緑
、

hv
史
的
内
F

汁
存
し
に
諸
制
度
の

f
れ
＼
の
江
川
誠
心
有
無
が
問
題
J
h
b
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

W
史
的
内

存
r引

J

た
諸
制
定
、
V
1
Fあ
っ
て
、
そ
れ
ど
考
察
す
る
一
」
と
い
よ
二
l

－
、
り
て
の

に一
c

ヮ
て
モ
デ
ル
会
一
裕
柱
、
ず
る
こ
と
い
？
で
き
る

の
か
が
椛
実
い
は
判
別
で
き
な
い
と
い
λ
l
布
市
南
宇
？
っ
土
ず
る

r盾
か
、
つ
は
門
店
、
札
、
つ
れ
な
し
の
も
事
実
ご
あ
る

r

安
ず
る
い
、

4
の
お
法

に
つ
い
て
は
帰
納
的
な
も
の
仕
の
か
げ
砂
押
神
的
な
も
の
な
の
か
が
、
自
に
明
暗
と
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
け
た
と
え
は
、
手
続
作

に
問
ず
る
↓
押
対
的
モ
デ
ル
こ
孔
山
的
モ
デ
ル
の
区
則
的
を
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
二
つ
の
げ
顎
の
そ
れ
ぞ
れ
の
亘
裂
な
特
徴
が
判
七
三
求

め
ら
れ
る
か
を
嬬
z
人
に
先
験
的

家
政
』
チ
／
分
類
「
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
／
J
J
ρ

ご
の
一
つ
の

：、
1

4
、

え

v
市
区

ま
ん
ー
は
い
尚
一
副
魂

W
1ほ
の
原
則
」
／
一
一
採
用
）
〆
な
い
目
度
、

裁
判
一
日
ζ

山
間
察
官
の
役
ま
お
よ
び
新
総
法
上
の
的
確
ば

μ別
の
ぽ

い
ん
叫
度
乞
一
科
初
的
」
と
い
う
こ
と
引
で
き
る
で
忘
ブ
？
っ
か
り
可

',o' 

の
特
定
お
よ
び
分
離
主
よ
る
比
較

」
れ
は
、
民
主
法
学
者
口
ト
ル
フ
ォ
・
叶
ァ
「

い
わ
ゆ
る
形
成
要
茶
（
同

Z
B
E
t）

（｝山グズ｛
o一問。日

h
〕
内
の

O
J
、
ーゲャーし戸、、

F

ン
九
一
】
オ
ゲ
ン
日
ロ

～〉ロ
F
O
H

凶
向
。
む
ロ

E
T戸ケ
J

）、

ピ
L

ル
・
ジ
ユ
セ
ッ
ペ
モ
十
一
フ
l
リ

へ

τ戸
内
同
1

ウ

l
f

マ
一
フ
イ

お
よ
ひ
氏
、
γ
派
に
高
ず
る
他
心
法
作
家
L
r
J

ち
L

よ
》
一
て
を
口
氏

～
円
」

m
o
y山
口
一
戸

2）

F
向
。
ロ
お
お
v同

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

さ
壮
ら
れ
て
き
た
ん

K
論
ポ
あ
る

J

」
の
説
（
山
内
h

行
と
而
久
約
F
る
こ
と
は
お
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
h
b
ら
、
ユ
」
心
内
容
は
時
期
に
よ
っ
て

読
者
に
よ
っ
て
も
討
に
は
〉
て
い
る
か
ら
亡
占
め
る

v

手
、
り
に
、

一
〉
ミ
ト
い
〕
f
L
h

？
、

t
ノ
J

i

f

v

E

J

こ
の
方
法
品
が
そ
の
－

P

一、

斗
斗

J
L
fれ

J
V

」
鉱
山
心
こ
し
し
な
、
川
、
つ
、

缶
、
か
に
伏
定
つ
け
ら
れ
る
、
～
さ
よ
り
広
い
田
町
論
枠
組
み
が
、
日
行
会
学
的
合

「
ん
と
れ
ゆ
り
、

「
法
は
ギ
h

仁川い

ご
h
る
い
は
、

人
類
J

的
な
、

知
か
ず
」
と
い
っ
と
）
「
j
ア
1
ノ
ズ
ム
」
の
そ
れ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、

U
H
Z
；
義
の
そ
れ
な
り
か
4
、
必
ず
、
〆
す
も
明
ら
か
で
は
な
い
っ

九
へ
む
午
に

こ
の
＝
］
心
鮮
は
、
数
多
く
の
論
稿
に
お
い
て
拠
不
5
れ
て
き
て
が
、
そ
の
号
案
者
向
身
に
4
2
1
1

ト
レ
J

ト
大
学
作

子
部
に
お
い
て
提
ぶ
さ
れ
た
h
つ
の
埼
論
仁
変
約
さ
れ
た
f
と
か
ら
、
ト
ル
／
卜
攻
rm
へ
b
v
E
Z

L

と
呼
は
れ
し
い

る

'f＂人法学 JS9 汚 ！C,7）り三3 C2liiC キj



> 

k一一

同ト
q
る
詳
細
必
分
析
は
比
較
法
の
概
引
抗
告
げ
に
委
ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
、
阿
国
論
に
お
い
と
は
、
決
定

u 
c＇、

的
に
、
比
較
法
坤
7
v
v
同作ャ
J

、
予
の
ふ
っ
：

J

て
佐
清
づ
け
ら
れ
て
！
ぜ
る
こ
γ
と
に
山
行
し
よ
う

ν

す
な
わ
i

円
、
同
担
論
に
お
い
亡
は
、
比
較

ou'I 

法
予
は
、
「
現

ι一
に
起

過
h

まよ
7
h

は
現
汗
に
伝
レ
亡
具
体
的

つ
ど
も
の
の
み
主
主
デ
4
拝
、
）
た
も
の
と
み
る
〉
い

に
よ
ハ
て
、

片
山
守
ノ
刻
さ
れ
た
法
羽
象
を
対
象
こ
す
る
研
究
と
し
て
位
店
づ
日
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

1

生
け
る
」
法
制
立
の
続
察
に
よ
っ
て
、

つ
の
は
川
沿
カ
提
不
六
い
れ
る
こ
〆
一
に
』
仏
司
令
。
す
な
わ
ち
、

一
七
パ
ベ
宍
弐

R
hせ
令
市
汁
容
を
も
っ
け
出
規
｛
手
引
、
異
な
る
引
皮
の
な
か
で
は
、

作
用
則

｝ 

~ 

門

戸

' -〈、J
門

戸
｛ 

c 

」

一
定
力
現
象
汁

対
す
る
実
際
上
日
一
市
川
存
一
け
胤
律
を
完
不
」
つ
る
、
）

Y

」
が
あ
ゐ
口
池
一
万
で
、
同
じ
け
は
損
範
て
あ
3

て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ま
っ
た
：

宍川
m
k
一
応
用
引
を
必
一
が
す
る
こ
J
も
あ
る
ー

こ

u
ょ
う
芯
考
え
い
々
は
、
第
一
に
、
実
店
法
の
外
部
前
比
較
、
あ
る
L
し
同
店
、
数
々
1

川
立
法
省
に
1
て
て
羽
い
ら
れ
心
↓
一
μ
品
約
な
表
瓜

の
比
較
に
依
拠
す
る
肱
川
口
イ
軒
先
、
と
り
わ
行
、
そ
の
よ
う
立
比
較
よ
い
じ
究
に
封
ず
る
恨
本
的
と
抗
戦
乞

J

菅
原
ず
る
こ
と
に
と
る

の
よ
》
つ
に
、
文
一
う
の

c 
K立

ど
心
一
，
L
h仇
品
本
む
実
際
の
刺
市
作
が
い
か
な
る
も
の
か
ー
ピ
芯
九
工
に
理
解
す
る
こ
と
は
立
＃
な
い
c

そ
の
た
め
H

は、

七
と
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
「
判
ボ
」

実
務
二
ι町
す
る
憶
病
な
叫
州
ノ
ん
で
も
充
分
で
は
な

に
某
つ
く
刈
例
分
析
の
よ
う
な
、

し、
c 

〕
五
段

ー
出
作
家
に
と
ワ
て
は

y

っヴー～

、
羽
に
ど
デ
～
附
附
さ
れ
て
い
る

ー
竹
田
“
則

のり
J
成
に
一
一
日
欧
ャ
1
7
q

士、
J

て

も
の
を
考
祭
す
る
、
ど
し
げ
伊
豆
古
久
々
の
で
あ
る

」
の
抑
論
は
、
立
一
の
「
作
日
則
」
、

rな
わ
ち
、
法
現
象
主
主
人
阪
に
「
混
作
す
る
法
則
と
、

そ
の
よ
、
、
な
作
則
の
三
消
化

5
ュ5
7
2
3
3
2
土
、
ず
な
y

わ
い
た
、
」
の
法
則
を
毎
民
一
吊
し
、
山
川
不
し
、
助
成
つ
け
、
唱
え
る
行
め
ピ
、

一
ど
の
社
会
に
戸
ロ
っ
て
市

γり
れ
る
一
い
々
な
ん
叩
忍
と
を
い
別
「
る
」
山
山
較
法
子
は
、

制
u
r
j

一
ノ
オ
ン
・
ハ
イ
エ
ケ

（
〈
三
｝
］

d
fホ
ー
ピ
山
川
り
れ
d
h

｛
止
の
法
則
に
－
A

っ
て
支
配
さ
れ
て
h

る
、
｝
乙
i

ζ

寸
法
則
を
認
訴
す
る
こ
戸

心
ー
パ
川
加
や
切
符
に
す
る
、
ア
／
）

l以人法ナjお i.o1問、＂＂＂ :zorn 1 ' 
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を
安
求
す
る
の
で
あ
る
r

防
や
州
円
例
は
、
貞
心
「
作
用
則

つ
、
本
ご
と
主
、
な
く
、

（

1
↑
；

j
i
L
 

h
u

し
ろ
、
必
別
の
ご
は
語
化
」
り
領
域
に
つ
品
「
ず
る

も
の
h
悼
の
で
あ
る

変
ず
る
い

（
法
作
、

政

〈

斗

J

の

般
い
法
律
家
が
行
、
つ
よ
ろ
に

一
定
の
託
会
乞
い
そ
配
す
る
法
的
山
規
則
を
｛
」
な
り
る
の
は
、

十
人
主
ハ
に
八
百
主
れ
る
諸
規
定
で
あ
る
乙

V
7え
る
い
一
と
に
よ
っ
こ
、
｜
｜
l
述
の
止
場
か
ら

71れ
ば
｜
｜
伐
々
は
、
大
き
な
司
法
い
Jf犯
す

二
一
に
な
る
の
で
あ
叱
実
際
、
法
的
経
験
に
お
い
て
き
、

ま
さ

L
く
従
史
的
事
長
に
お
い
亡
起
こ
勺
て
い
る
h

一
二
乙
同
ぷ
に
、

の
品
現
象
」
／
支
配

T
G
一
真
の
川
尻
則
l

の
方
向
ば
、
第
次
的
に
は
明
ボ
J1

切れて

I

J

1

二いい
ρ
つ
A
I
L

、

一
J

「
J

F

認
識
さ
れ
γ

J
な
い
も
の

人
必
の
と
あ
る
n

世
界
一
り

R
J
史
的
z
め
る
い
は
利
F7的

J

に
お
い
て
は
、
技
々
は
、
二
の
こ
に
を
一
d

く
万
っ
て
お
り
、

一
定
の
羽
象

が
ど
の
よ
う
に
也
、
」
る
の
か
、
あ
る
レ
は

速
の
現
象
の
背
筏
に
い
か
伝
る
規
引
が
あ
ξ
の
か
を
列
解
L
よ
「
と
「
る
j
ァ
JA
に
は

レ吹

JM
一
て
よ
い
は
、

ιょ
と
え
ば
、
長
力
の
法
引
の
よ
う
に
、
始
、
社
と
の
汁
象
と
は
る
も
の
て
為
る
～
を
げ
一
て
る
一

vど
こ
ろ
が
、
法
仁

お
い
て
は
、
伝
統
的
に
は
、
町
一
加
の
よ
う
に
こ

は
呉
な
る
や
り
ん
か
と
ら
れ
て
み
《
z
r
h
v

す
な
わ
ち
、
志
識
的
に
規
円
川
を

作
り
だ
す
の
は
ま

3
し
く
人
間
て
：
r

め
り
、
こ
の
よ
う
ヨ

政ム
υ等
の
）

工
法
的
y
v
人
吉
む
作
一
叫
に
よ
ヮ

T
H七
件
化
ぢ

創
造
一
は

（け一日い律、

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

わ
る
も
の
と
与
え
，
匂
ご
と
に
よ
っ
仁
、
渋
作
家
ー
た
ち
は
、
研
究
対
象
令
こ
の
よ
う
な
主
再

一
お
よ
び
判
例
｝

に
以
｛
疋
し
て
き
た
の
で
あ

出
源
」
と
し
て
の
泊
、
誌
を
認
め
ら
れ
た
丈
古

股
が
、
し
ば
し
ば
、

税
引
を
口
赤
化
し
た
も

ザ
h
V
J
h
l
」
よ
ノ
マ
レ
J

、

、
あ
る
い
は
、

の
」
、
ず
な
れ
ち
、
単
な
る
官
口
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
品
れ
ぶ
、
り
れ
る
の
で
あ
る
じ
そ
〕
て
、
そ
う
で
あ
る
と
「
れ
ば
、
実
体
込
山
に
r
t

め
ら
れ
た
B

の
が
、
六
に
法
的
現
象
を
E

み
出
、

vて
い
る
「
刊
い
い
，
則

γ
とか右、いりい
vyγ
玉
村
山
や

γば
い
可
縦
性
も
考
慮
に
入
れ
て
心
配
く

必
変
が
あ
λ
う

法
的
現
象
の
山
一
一
心
作
月
刷
」
は
、

ぉ
叩
法
的
に
は
J
W

刊
誌
む
き
な
い
も
の
の
、
徐
々
に
加
附
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
れ
、
ま
さ

L
ノ
ご
」
の

よ
有
に
し
て
、
沈
較
ζ

－

vヱ
ハ
一
法
が
言
説
な
意
味
キ
一
も
っ
て
く
る
も
｝
／
）
に
な
る
－
u
t
d
dる
口
作
川
川
町
川
、
す
な
h

わ
ち
、

一
｛
止
の
羽
仏
求
心
γ

エス
i｝；、
的よ主

'f＂人法学 JS9 汚 JC,0）り三sC2liiC キj



u 
c＇、

ω比
す
る
回
、
体
的
九
小
川
割
引
に
彩
響
ゎ
ー
？
え
る
可
龍
竹
い
り
あ
る
枝
々
な
安
素
な
特
定
す
る
ヒ
め
に
、
こ
の
間
へ
刊
は
、

一は認
J
d
f
h
r
」
援
用
し
、

「
形
成
説
宏
、
と
い
え
当
日
吉
川
い
る
し

r

形
成
長
？
牛
耳
の
探
求
は
、

の
茨
制
の
機
構
を
占
、
に
担

g
y
j
へ、よ
dhμ

〉

6
l
f
号
、
レ

ou'I 

相

m
Fる
た
め
の
霊
長
人
々
前
同
町
と
K
M
る

v

形
成
吹
去
は

町
一
ぶ
さ
れ
て
い
る

日
以
内
日
決
と
い
有
形
で
口
市
ん
に
さ
れ
て
い
る
）

」
こ
も
あ
れ
ば
、
明
示
、
己
れ
て
い

主
い
こ
こ
う
色
あ
る
ハ
問
、
｛
小
の
形
成
す
（
素
、
あ
る
い
は
、

は
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
認
識
手
れ
な
い
主
主
人
泊
川

L
て
い
る

法
則
C
4め
る
。
止
と
え
ば
、
心
性
t

主
F

～
は
一
｛
止
の
法
的
環
境
に
お
い
つ
；
ベ
配
的
な
実
務
の
形
成
に
ー
尚
一
政

L
て
い
る
民
素
の
多
ノ
＼
は
、

こ
の
臥
…
γ
引
の
形
成
民
素
で
？
め
る
。

し
か
し
な
伊
ら
、
と
の
珂
ヘ
附
は
、
一
U
然
泌
へ
の
フ
ブ
ロ
ー
チ
と
法
の
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
乃
一
的
ー
を
完
九
に
生
J

情
に
お
く
も
の
で
は

ヘう
w

〈
川
周
到
の
一
言
自
化
～
法
作
、
政
令
、
判
決
些
J

）
宮
地
成
す
る
ム
叩
訟
も
、
真
ハ
ザ
形
成
中
氏
r
子
f
－
汗
前
さ
、
れ
る
の
で
d
R
る
－
ぞ
れ
は
、
単

と
る
一
f

川
の
朗
読
で
は
な
く
、
良
心
規
則
山
一
、
す
な
わ
ち
、
反
の
山
川
ノ
を
支
日
「
る
認
訣
さ
れ
玄
る
作
市
内
川
し
し
の
相
互
作
川
市
川
hFに
あ
る

も
む
な
む
で
の
る
つ
要
す
る
に
、
囚
交
－
L
U
C
存
fρμ
が、

こ

く

一

川
f
T
怖い
k

一
連
の
川
町
ハ
甲
1
2ピ
レ
ヘ
え
る
作

最
小
限
度
で
為
る
に
山
t
E

川
市
引
の
射
程
乞
十
引
火
、
え
て
い
〈
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

形
成
虫
索
、
と
り
わ
け
別
不
的
な
形
以
巾
平
一
は
、
出
制
民
J

ひ
ら
別
体
N

I

什
川
久
化
す
る
y
b

（
り
て
あ
る
代

」
れ
は

一打
J

で
、
ユ
の
古
同
一
民
な

批
ゑ
ル

J

仁、
r
h
－
一
て
位
村
山
俊
一
代
け
、
ワ
れ
る
が
、
他
L
4
で
、
当
該
地
ほ
に
国
士
引
の
託
会
的
，
γ

人
化
的
合
同
九
本
（
の
は
畠
羽
町
構
成
L
d
J

る
J
、υ
の
で
ヲ
込
あ

《コ
刑
事
法
に
闘
し
て
例
を
挙
げ
る
江
口
ば
、

！
不
足
犯
に
悶
す
る
川
録
制
は
、
法
制
反
に
も
d

っ
て
か
自
り
そ
の
内
存
を
山
共
同
h
f
る
υ

一j
な
わ

ち
、
一
不
運
に
コ
い
て
は

ー午、え
d
h

ア
一
ア
／
ス
μ仙
の
よ
う
に
二
本
設
の
準
備

E刀
、
二
実
行
行
為
を
分
一
戸
〕
、
後
有
心
坊
が
町
罰
的

とーの
γ
Q

こ
す

J

る
も
の
こ

f
タ
リ
γ

の－ー？っ

行
為
の
川
確
性
お
よ
び
相
当
性
を
金
制
一
α
る
も
の
も
為
る
。
し
か

l以人法ナjお i.o1問、＂＂ii:zorn 1 ' 



し
、
ア
、
務
H

お
い
て
は
、
一
」
、
り
よ
引
な
伝
的
形
成
要
素
の
ぷ
具
は
判
例
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
る
、
ど
」
に
な
る

c
r公
わ
ち
、
判
例

は
、
こ
の
、
ご
つ
に
川
摂
な
る
法
反
献
で
あ
コ
て
も
、
そ
の
解
釈
い
よ
二
L

、
同
府
終
的
に
は
、
刑
山
一
良
任
を
認
め
る
羽
山
去
の
茨
件
を
い
持
出
さ

せ
る
訪
米
ν
了
γ

仙
る
の
で
あ
る

こ
の
で
勺
な
者

d

え
計
日
～
お
い
て
は
、

作
J

り
ず
の
訊
域
に
お
い
て
、

ぷ
較
に
は
、
去
に
「
γ
心
的
z任
役
割
が
守
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

っ
く
で
あ
ろ
う
」
斗
蚊
法
的
分
布
に
よ
っ
て
、
呉
仕
匂
笥
駁
の
対
ぷ
を
通
ヒ
亡
、

1

形
式
史
玄
の
分
離
が
刊
誌
、
｝
な
る
の
で
あ
る

す
な
わ
ち

の
制
皮
に
お
け
る
形
成
炭
素
向
日
刈
れ
ま
た
は
対
抗
対
係
の
欠
却
を
考
察
J

：Q
M

｝
ど
は
、

方
で
、
各
形
成
袋
京
の

u
h

山
紅
説
怖
を
訟
一
誠
↓
rJ
司
令
こ
こ
や
可
能
に
し
、
池
万
で
、
少
し
ず
つ
で
は
占
め
る
が
、

隠
手
、
れ
ん

lmE

、「ペハ
JY

、、
一

l
i
d
u
i
 

す
な
わ
ら
、

b
p－
出
叫
ん
民

日一ぃ～
J

郊
で
唖
勺
小
さ
れ
て
い
た
い
、
猷
J

小
心
法
門
U
ハ
セ
光
見
ず
る
こ
と
を
司
能
に
す
る
の
で
あ
ξ
〈
可
て
し
と
、
子
同
一
な
場
合
に
は
、
丸
山
る
湯

所
で
は
ま
〆
た
く
昨
日
一
一
小
さ
れ
て
レ
は
か
っ
た
形
成
要
素
が
、
モ
れ
ー
と
い
は
H

穴
主
伝
法
制
度
の
も
と
で
、
完
全
に
一
ぷ
同
化
さ
れ
て
レ
マ
令
、
ア
こ

を
先
同
心
す
る
、
一
と
も
あ
る
っ
そ
う
こ
な
い
場J

合
に
も
、
形
成
剛
丈
哀
の
類
似
お
よ
び
い
ん
巽
を
総
計
「
る
、
一
と
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
吋

該
制
度
に

に
院
し
て
山
て
ら
れ
た
仮
説
む
よ
同
一
山
惜
し
川
た
れ
続
的
確
認
を
実
説
ず
る
の
て
あ
ノ
竺

妥
当
し
て
い
る
ー
佐
川
市
町

十干Ji!iに，，，＇アる！と較 J主イリ｜究C）邑義

ぷ
伐
に
つ
け
く
わ
、
ズ
る
と
す
れ
ば
、
以
上
（
り
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
、
り
も
明
ら
か
な
よ
λ

ーに、

モ
デ
ル
論
に
よ
る
比
較
が
、
上
沼
の
北
口

通ドド
L

説
的
な
た
芯
九
一
什
一
い
の
と
対
町
一
的
山
、

形ば間十へ主
T

引
の
分
一
山
崎
一
九
円
、
も
う

「
比
以
出
的
な
此
引
が
い
の
指
探
」

ト
九
ム
口
す
る
も
の
で

ーコ
百〉

あ
る
と
い
λ

工
一
が
で
き
る
）

k
u
r
な
ら
、

r

が
成
要
素
の
分
敗
は
、
ま

3

7＼
方
法
論
的
に
法
制
援
の
多
様
附
ー
を
自
制
す
る
し
ハ
ザ
法
で

あ
る
か
、
り
で
あ
る

、k
h

」
て
は
、

L
い
る
の
か
を
注
訴
す
る
の
に
役
止
つ
い
一

y
r

ふ
い
取
は
、
｜
｜
対
立
を
直
じ
て
｜
｜
与
し
法
制
ー
は
け
が
ど
の

い
い
か
J

八
れ
ば
、
芸
閉
式
お
よ
ぴ
稔
々
な
形
成
変
素
h
l
v
M
本た
FJ
役
割
を
明
報
に
す
る
こ
と
に
ち
て
、
各
制
交
が
、

ま
ず
子
れ
白

仕
る

J

体、

ζ

の
よ
h

つ
に
機
姥
「
る
か
な
道
府
す
る
ご
乙
に
は
る
の
で
占
め
る
。
そ
う
セ
あ
る
か
ら
こ
い
っ
て
、
こ
の
f
乙
は
、
も
ち
ろ
ん
、
川
町

'f＂人法学 JS9 汚 l行lj出 7C2liiC キj



u 
c＇、

度
問
、
り
副
利
ま
た
は
担
国
税
的
、
同
点
制
皮
心
情
祭
ど
日
帰
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
っ
沿
知
見
が
役
iu

つ
可
保
糾

htr内
定
ド
り
る
こ
と
ま
で

み
」
も
含
味
す
る
J
U

の
で
け
な
円
、

ou'I 

五

奇よ

以
卜
、
，
一
い
れ
法
JYに
閑
f
る
：
ー
安
な
ん
法
論
を
机
似
し
て
き
ん
よ
、
こ
ろ
か
円

J

は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
川
法
に
関
し
て
、
二
較
の
役
11山が

ど
こ
に
4

め
る
か
を
検
討
ム
n
J

る
こ
こ
が
で
き
よ
う
n

基
本
的
問
認
は
ず
で
に
不
さ
れ
ご
い
Y
G
o

す
な
わ
ち
、
別
法
は
、
だ
定
件
、
の
規
範
的

ごご人
γ

3

台
市
ょ
の
り
、
J

取
枝
川
辺
法
定
r
工
義
の
も
こ
に
お
か
れ
ゐ
口
注
較
法
的
検
討
へ
の
汚
心
パ
J

い
か
に
強
く
と
も
、
こ
の
よ
う
以
椛
道
的

な
別
法
乞
忘
れ
て
は
な
ら
以
い
c

云
ぜ
な
ら
、
そ
の
べ
円
以
慨
に
は
、
民
一
私
的
か
つ
不
可
侵

ι人
権
保
障
の
説
話
、
β
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
L
9
れ
ば
、
叫
川
王
下
決
に
は
し
て
は
、
比
い
収
が
、
も
つ
（
ば
ら
、
旧
品
行
脚
立
μ
の
み
点
わ
う
る
改
庁
、
た
る
レ
は
、
外
一
向
の
剤
投

と
の
川
終
日
よ
び
超
国
主
的
と
刑
灰
心
情
抗
れ
に
し
か
紡
ひ
利
hr
日
い
成
果
中
も
た
ら
す
も
の
と
の
か
、
リ
み
れ
と
も
、
上
い
f
門
技
的
な
作

川
市
的
役
割
ιγ
果
た
L
う
る
も
の
な
の
im
－
－
や
検
日
「
る
こ
と
が
重
申
立
仏
占
息
吹
J

ゃ
ん
も
つ
こ
と
に
仕
る

一一、ノロ
J
日戸U

品干、〔，、
T
L
i
v
J
J

、ーゥ九）
F

つ
υ、

ー、じロ
l
f
i｝

1

、l
i
q
J
L
〆

こ
こ
で
詳
し
く
扱
う
ご
と
は
で
き
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縞
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あ
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叶
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れ
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榔
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仕
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右
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｜
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あ
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す
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収
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れ
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光
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知
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あ
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す
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仁
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